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はじめに 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ⅰ 特別支援学校を取り巻く状況の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした現状にあっても、生徒の障害の状態や特性、心身の発達の段階及び進路に対する希望等に応

じたきめ細かな指導を行っていくためには、類型化の継続が必要である。そこで、これまでの考え方を

一部見直し、適切に類型を設定できるようにしていくこととした。 

H15   H16   H17     H19       H26     H29  H30     H31   R4  R5  R6 （年度） 

 

 

類型化実施  

特 別 支 援 学 校 高 等 部 

学習指導要領( H 3 1 年 2 月告示) 

就 業 技 術 科 設 置 

職 能 開 発 科 設 置 

 
足立特支(H26)・港特支(H28)江東特支(H30)・東久留米特支(R3) 

青鳥特支(R5) ・練馬特支、八王子南(R6) 

 
永福学園(H19)・青峰学園(H21)・南大沢学園(H22) 

志村学園(H25)・水元小合学園(H27) 

都立高校で通
級による指導始 

 
【今後設置予定】 
北多摩地区特支 

都立知的障害特別支援学校高等部普通科には、中学部からの進学者に加え、中学校の知的障害

特別支援学級や通常の学級を卒業した生徒の入学があることから、在籍している生徒の実態が多

様化する傾向にあります。 

都教育委員会は、高等部の知的障害のある生徒に、障害の状態や特性、心身の発達の段階等に

応じた指導を行い、もてる力を最大限に伸長できるよう、平成 15年度以降教育課程を類型化し、

指導の充実を図ってきました。 

 一方で、知的障害特別支援学校においては、平成 19年度以降、高等部就業技術科及び職能開発

科の設置が進み、令和６年度現在 12校となりました。また、中学校の知的障害特別支援学級にお

いては、高等学校に進学する生徒の割合が高まってきており、高等部普通科に在籍する生徒の状

況は大きく変化しています。 

そこで、都教育委員会は、「高等部普通科類型化検討委員会」を設置し、高等部普通科の現状を

踏まえ、教育課程の類型化の在り方について検討を行いました。本資料では、教育課程の類型化

の基本的な考え方や教育課程の編成の方法などについて説明します。 

 就業技術科及び職能開発科の設置、知的障害特別支援学級卒業生に占める高等学校への進学者の増加、

都立高等学校における通級による指導の開始など、に伴い、以下のような状況が生じている。 

 

・高等部普通科に在籍する生徒の障害の状態の変化により、在籍する生徒がいない類型が生じるなど、

既存の類型を維持することが難しくなっている。 

 ・学校によっては在籍する生徒が減少傾向にあり、既存の類型数を維持することができなくなっている。 

 ・特定の類型に多くの生徒が在籍することになり、当該類型を分割する必要が生じている。 
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Ⅱ 教育課程の類型化の意義について 

 

 

教育課程の類型については、特別支援学校高等部学習指導要領などで、次のように示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業までの３年間の学習計画に系統性、計画性、継続性を確保できるようにするための手段の一

つとして、教育課程に類型を設け、各教科をあらかじめ配列している。 

その際には、生徒の障害の状態や特性、心身の発達の段階及び進路に対する希望等に応じた適切

な履修の計画となるよう、各学校において工夫していくことが求められる。 

 

  

知的障害特別支援学校高等部普通科には、障害の状態や特性、心身の発達の段階等において多様

な生徒が在籍しているため、生徒一人ひとりの実態や障害の状態を踏まえて教育課程を編成する必

要がある。 

特に、障害の状態や特性及び心身の発達の段階が異なる生徒への教科指導や生活指導、進路指導

等においては、一人ひとりに応じたきめ細かな指導となるよう、教育課程の改善が求められてきた

ところである。 

生徒の実態によって、身辺自立の確立や心理的な安定が中心的な課題となる場合もあれば、社会

生活に必要な基礎的な知識や、働く意欲や態度、技能等の育成が中心的な課題となる場合もある。 

このことについては、生活指導や進路指導を進めていく際にも当てはまる。 

教育課程の類型化は、在籍する生徒の実態を踏まえてどのような学習集団を形成するのかを検討

し、それぞれの集団に見合った教育課程を設けるものである。類型を設けることによって、生徒の

実態に応じた適切な履修が確保できるよう、各類型内において、各教科を有機的、系統的に構成す

ることが可能となる。 

特別支援学校高等部学習指導要領においては、個性を生かす教育の充実が高等部における教育の

重要な考え方の一つとして示されており、こうした観点からも、教育課程の類型化を継続していく。 

選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程の編成 

(3) 教育課程の編成に当たっては，生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた適

切な各教科・科目（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教

科。以下この項，⑷のイ，⑹及び第５款において同じ。）の履修ができるようにし，このため，

多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。

（以下、略）      【特別支援学校高等部学習指導要領第１章第２節第２款の３の(3)】 

教育課程の類型の設定 

（略）数種類の類型を設け、それに応じて生徒に各教科・科目を履修させる方式は、生徒に

全学年をとおして一定の計画の下に系統的・組織的に各教科・科目を履修させることができる

が、その一方で類型は生徒の自由な選択を制限する一面をもっている。教育課程の類型をどの

ように設定するかは、生徒の障害の状態、特性及び進路等に応じた適切な教育課程の編成とな

るよう各学校において工夫して決めることとなる。     

 （「東京都立特別支援学校 教育課程編成基準・資料」令和４年 3月 東京都教育委員会） 

１ 教育課程の類型とは 

２ 教育課程の類型化の意義 
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学校は、在籍する生徒の実態を把握した上で、学年の生徒数などを踏まえて、設定する類型数を決

定する。その上で、それぞれの類型で育成を目指す資質・能力を整理するとともに、生徒及び保護者

の希望や生徒の実態などを勘案して、個々の生徒が所属する類型を判断する。 

(1) 目指す生徒像の設定 

  類型を設定する際は、生徒が適した類型で学ぶことができるよう、各類型で目指す生徒像を設定す

ることが大切である。ここでは、高等部普通科にＡ類型とＢ類型の２つの類型を設定した際の、「目指

す生徒像」等を例として示す。 

類型の設定例及び各類型で育成を目指す資質・能力の例 

Ａ類型 

（主として高等部の各教科の１段階の内容を基

にしつつ、中学部の各教科の内容も参考にして

設定する） 

Ｂ類型 

（主として高等部の各教科の１段階から２段階 

までの内容を基にして設定する） 

【目 指 す 生 徒 像】 

生徒自らが主体的に学び、卒業後の生活を見

据えた基本的な生活習慣を身に付けるととも

に、社会性及び職業能力等を身に付けられる

生徒。 

生徒自らが主体的に学び、卒業後の実際の生

活に必要な生活習慣を身に付けるとともに、

社会性及び職業能力等を習得し自らの可能性

を発揮できる生徒。 

【目 標】 

生徒自らが主体的に学び、卒業後の生活を見

据えた基本的な生活習慣を身に付けるととも

に、社会性及び職業能力等を身に付ける。 

生徒自らが主体的に学び、卒業後の実際の生

活に必要な生活習慣、社会性及び職業能力等

を習得することをねらいとする実用的かつ発

展的な事項を身に付ける。 

【学 習 内 容】 

生徒自らが主体的に学び、卒業後の生活を見

据えた基本的な生活習慣、社会性及び職業能

力等を身に付けられるようにしていくことを

ねらいとする内容 

卒業後の家庭生活、社会生活及び職業生活な

どとの関連を考慮した、発展的な内容 

※ここでは例として、本資料では障害の程度が中度から重度の生徒が在籍する類型を A類型、障害の 

程度が軽度から中度の生徒が在籍する類型を B類型として示している。 

  

 

類型を編成する際は、「学習指導要領に示される各教科の各段階の目標」及び生徒の実態、学校が重

点を置いて指導する事項の習熟度等を踏まえ、生徒がより効果的に学習できるよう留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 類型の設定例 

４ 類型を設定する際の留意事項 

生徒の実態 

学習指導要領の 

各段階の目標等 

学校が重点を置いて 

指導する事項の習熟度 
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 (2) 類型ごとの教育課程の編成にあたって留意すること 

       各類型の教育課程を編成する際は、以下の内容について検討する。 

   ア 指導内容の決定 

         当該類型に在籍が見込まれる生徒の実態に応じて、指導内容を決定する。その際、生徒が

効果的に学ぶことができる指導の形態についても検討する。例えば、「情報」の内容を検討

した結果、生活単元学習など各教科等を合わせた指導の中で取り扱った方が効果的に学ぶ

ことができる生徒の実態である場合は、各教科等を合わせた指導の中で指導することにす

る。 

   イ 指導計画の作成 

      生徒の実態に応じて、各教科等の年間指導計画を作成し、単元計画を立案する。 

   ウ 授業時数について 

生徒の実態に応じて、学習指導要領に基づいて年間指導計画を作成し、指導目標を達成

するために必要な授業時数を検討し、時数を配当する。 

    

  (3) 類型間の各教科等の配当時数の差について 

     類型ごとの各教科等の配当時数等は、各校で設定する「各類型で育成を目指す資質・能力」

を基に設定する。（「類型の設定例及び各類型で育成を目指す資質・能力の例」参照） 

すなわち、教育課程の編成においては、類型ごとの育成を目指す資質・能力を踏まえ、これ

を実現できるよう、各教科等の配当時数を適切に設定することとする。（令和７年度より、教

育課程編成の方針として、○時間以上差を設けるというような制限を示さないこととした。） 

類型間で各教科等の配当時数の差を必ずしも設ける必要はないが、配当時数が同じであっ

たとしても（例：いずれの類型も国語を週当たり３単位時間配当するなど）、在籍する生徒の

実態は異なることから、各教科等の指導目標や指導内容も当然異なることとなる。 

 

なお、類型ごとに教育課程が異なることを踏まえ、以下のことに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 類型と学級編制 

   類型ごとに学級編制をすることにより、「生徒の実態に応じた教育課程の充実」の視点から、決

定学級の時間等で指導目標や内容を明確になり、指導の充実を図ることができる。 

一方で、学年の生徒の数によっては、異なる類型で学ぶことが適した生徒同士が同じ学級に在

籍することになる場合も考えられる。 

各類型に在籍する生徒の実態に応じて、 

・設定する教科（情報、外国語）や指導の形態を検討して設定する。 

・各類型における各教科等の配当時数の根拠を明確にして、年間の授業時数を設定する。 

 

類型ごとの差を各教科等の配当時数の差によって表す必要はない。 

（在籍する生徒の実態によって、類型間で各教科等の配当時数が異なることは当然ある） 
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所属する類型の異なる生徒が在籍する学級を編制する場合は、以下の点に留意する必要がある。 

   

 

 

 

 

 

 

 

(※１) 

複数の類型の生徒が同じ学級に在籍する場合、決定学級の指導の時間を同じ時間に設定する必要がある。 

 

 

 

 

 

   

以下の週時程のように、決定学級の指導の時間の設定時間帯が異なる場合は、所属する類型の異なる

生徒が同じ学級に在籍することはできない。 

 

  

 

 

 

 

 

(※２)  

複数の類型の生徒が在籍する学級編制の場合、生徒の実態が大きく異なることが想定される 

ため、学級単位で行う日常生活の指導などの「決定学級の指導の時間」においては指導内容 

や指導方法を工夫する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間割の設定が学年単位で同一であることが前提 

・複数の類型の生徒が混在する場合も、登校後及び下校前に、学級単位で「決定学級の指導」指

導の時間を設定する。（※１） 

・「決定学級の指導」の指導の時間においては、異なる類型の生徒一人一人の実態に応じた指導

目標、指導内容を踏まえて指導計画を立案し、指導を行う。（※２） 

 

 

生徒の実態に応じて指導目標を設定し、目標を達成するために適切な指導内容

を検討する。 

※実態が異なる生徒に対し、一斉指導において一律に指導を行わないよう留意

する。 
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Ⅲ 類型ごとの教育課程編成の例 

  各校で設定する「各類型で育成を目指す資質・能力」を基に、類型ごとに教育課程を編成した際 

の設定例を次に示す。※いずれも２年次から類型化をしている場合の例である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Ｂ類型の生徒の身辺自立等の基本的生活習慣がある程度確立している場合 

ポイント★Ｂ類型には日常生活の指導を設定せず、SHRにしている。 

 

② 在籍する生徒の障害の程度が全体的に中度から重度である場合 

ポイント★登校後は両方の類型に日常生活の指導を設定しているが、下校前は

Ａ類型にのみ設定している。 

 

③ ②より生徒の集団の実態の差はないが、障害の程度が全体的に中度から重度で

ある場合 

ポイント★教科別の指導と、各教科等を合わせた指導の時数の差が僅かにある 



教育庁指導部特別支援教育指導課 

- 7 - 

 

① Ｂ類型の生徒の身辺自立等の基本的生活習慣がある程度確立している場合の例 

【Ａ類型】                  【Ｂ類型】 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2年次、３年次の類型

間の授業時数の差は

8.4時間 

 

３年間の時数の差は 

16.8時間 

(例)SB で通学する生徒がいることを
想定し、登校時刻を８時45分とする 

(例)全員が一人通学であることを想
定し、登校時刻を８時35分とする 

登校後、決定学級の指導の
時間として SHR を設定 

登校後、決定学級の指導の指導
の時間として日常生活の指導
を設定 

下校前、決定学級の指導の
時間として日常生活の指
導を設定 

下校前、決定学級の
指導の時間として
SHRを設定 

生活単元学習、日生は 
A類型にのみ設定 

 8.4

3

1

2

1

8

差

0.2

0.2

1

0.5

0.5

0.5

A

2.2

1

1.8

1

1

1

0

0

0.5

1

1

3

2

2

2

1

2

10作業学習

B

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

1情報

総合

特別活動

日常生活の指導

生活単元学習

美術

保健体育

職業

家庭

外国語

国語

社会

数学

理科

音楽

A 類型の生徒は
各教科等を合わ
せた指導で、B
類型の生徒は教
科別の指導で効
果的に学ぶこと
ができると仮
定。 
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② 在籍する生徒の障害の程度が全体的に中度から重度である場合の例 

【Ａ類型】                  【Ｂ類型】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 年次、３年次の類

型間の授業時数の差

は７時間 

 

３年間の時数の差は 

14 時間 

登校後、決定学級の指導の時間として日常生活の指導を設定 

下校前、決定学級の指導の
時間として日常生活の指
導を設定 

下校前、決定学級の指導
の時間として職業を設
定 

生活単元学習の設定時数が
類型により異なる 

 

A 類型の生徒は各教
科等を合わせた指導
で、B類型の生徒は
内容により、指導形
態を工夫して効果的
に学ぶことができる
と仮定。 
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③ ②より生徒の集団の実態の差はないが、障害の程度が全体的に中度から重度である場合の例 

【Ａ類型】                  【Ｂ類型】 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

登校後、決定学級の指導の時間として日常生活の指導を設定 

下校前、決定学級の指導の時間として日常生活の指導を設定 

生活単元学習は A 類型にのみ２単位
時間設定 

B 類型の生徒は教科
別の指導で効果的に
学ぶことができると
判断。ただし基本的
生活習慣の確立等の
課題に取り組みむた
めに「日常生活の指
導」を A 類型と同
じ時間配当する。 

 

8

4

作業学習 8

日常生活の指導 33

生活単元学習 02 2

総合 11

特別活動 11

2

外国語 10.5 0.5

家庭 2

情報 10.5 0.5

2

職業 11

2

美術 22

音楽 2

保健体育 2

数学 1.81.8

理科 10.5 0.5

社会 10.5 0.5

2.22.2

BA 差

国語

2 年次、３年次の類

型間の授業時数の差

は 4時間 

 

３年間の時数の差は

8 時間 
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Ⅳ 研究指定校における取組の紹介 

研究指定校における教育課程編成の検討の取組について紹介する。 

 

 

１ 各類型で目指す生徒像の見直しを行った例 

  Ａ校では、各類型で設定している教科や指導の形態、指導内容が生徒の実態に合わなくなって

きているという課題があるため、類型の設定を見直すことにしました。見直しをする際は、在籍

生徒の実態からこのように各類型で目指す生徒像を整理しました。※ 

（例）在籍生徒の実態に応じて目指す生徒像を見直したＡ校の例 

職業類型 

①将来、社会の一員として就労することを自ら自覚し、目指すことができ

る生徒。 

②情緒が安定し、協調性、社会性を高め、好ましい対人関係を築く生徒。 

③集団での指導の中で、生活に根ざした学力の獲得に励む生徒。 

基礎類型 

①好ましい生活習慣を身に付け、社会参加を目指すとともに、福祉就労も

しくは企業就労ができる生徒。 

②個別や集団での指導の中で、協調性、社会性を身に付けていく生徒。 

③個別や集団での指導を中心に、生活や働くために必要な基礎学力の向上

に励む生徒。 

重度・重複学級 

①個に応じた課題を中心に生活力を高め、社会参加を目指すとともに福祉

就労ができる生徒。 

②基本的生活習慣の獲得に励み、協調性、社会性を身に付けていく生徒。 

③個別の指導を中心に、生活に即した基礎学力の向上を目指すことができ

る生徒。 

（重度・重複学級はこの二つの類型と比較できるよう示している。） 

 

※見直しを行うにあたっては、まず、各類型で目指す生徒像を再整理しました。 
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２ 指導計画の立案の手順 

 再編した類型に見合った年間指導計画を組み直した取組を紹介する。 

(1) 学習指導要領に基づいた単元一覧表の作成の流れ 

    学習指導要領の目標・内容を基に必要な単元を一覧にし、季節や指導の順序、他の教科等

との関連も考慮し、年間指導計画を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導の根拠 
各教科の内容を全て網羅した

単元一覧表の作成 

学習集団の実態に 

応じた年間指導計画 

第2章 各教科 

第 2節 知的障害者である生徒に

対する教育を行う特別支援学校 

１ 目標 

２ 各段階（1段階・2段階）の目

標及び内容 

３ 指導計画の作成と内容の取扱

い  

・単元（何を） 

・時期（いつ） 

・時数（どれくらい） 

 

児童・生徒の実態によらず、当該

学部・学年の段階に応じた指導

内容の配列。 

実態に応じた「ねらい」や「指

導の工夫」を類型ごとに作成 

 

単元ごとの指導計画の作成 

 

学習指導要領に基づく
指導の根拠の確認

単元一覧表の作成 年間指導計画の作成

単元の実施の前に、具

体的な単元の指導計画

を作成する。 

各単元における学習評

価を総括して、各学期

（または前期・後期）、

年間の評価を行う。評

価は単元一覧の改善に

つなげる。 

各教科の「単元一覧」

から、当該年度に所属

する児童・生徒の実態

を踏まえ、「年間指導

計画」を作成する。児

童・生徒ごとに作成し

た「期待する学習効果

のチェックリスト」を

活用し、「単元一覧」で

示す内容の一部変更

や手立ての工夫を加

える。 
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(２) 学習指導要領の内容を網羅的に扱うための年間指導計画の作成の工夫 

シラバスに時数を割り当てたり、指導の順序を整理したりしながら年間指導計画 

を作成した例を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間指導計画を作成した例を紹介する。 
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○ 同じ教科であっても類型ごとに扱う段階や内容が異なっている例 

 

 Ⅲ類型の年間指導計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ類型の年間指導計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・この例では、Ⅲ類では「家庭」の２段階の内容、Ⅱ類では「家庭」の１段階の内容を扱って

いる。 

・他の教科においても、各類型の児童・生徒の実態を踏まえ、扱う内容を検討することが大切

です。 
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重 

３ 教育課程の編成（11 ページの「基礎類型」を「Ⅱ類型」、「職業類型」を「Ⅲ類型」のようにイメージし

ています） 

 ○ ２年次から類型分けを行っており、２つの類型を設定している事例 

  ◆「生活単元学習」、「職業」などによって類型間の時数に差が生じている 
 

教育課程編成（各類型の週時程、時数配当など、代表的なもの） 

【Ⅱ類型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅲ類型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ２年次から類型分けを行っており、２つの類型を設定している事例① 

  ◆「作業学習」、「職業」などで類型間の時数に差が生じている 

 

 

 

 

 

 

 

2年次と３年次の類型間の授業時数の差は 3.６時間。３年間の時数の差は７.２時間。 
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４ 学級編制 

◆所属する類型が異なる生徒で学級を編制した例【社会基礎類型（Ⅱ類）】【社会自立類型（Ⅲ類）】 

時間割が学年で同じ場合、所属する類型が異なる生徒で学級編制を行うことも可能です。 

この学級は、①学習面の実態（期待する学習効果のチェックリスト）、②行動面の実態（Vineland-

II 適応行動尺度）、③インフォーマル・アセスメント（学校生活の様子）④その他の配慮事項な

どを総合的に検討して学級を編制しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆従来通り、類型ごとに学級編制を行っている研究指定校もあります。 

 

 

 

 

 

1組

重度・重複

2組

Ⅱ類

3組

Ⅱ類・Ⅲ類

4組

Ⅱ類・Ⅲ類

5組

Ⅲ類

・Ⅱ類型、Ⅲ類型ともに、登校後、決定学級の指導の時間としてSHRを設定している。 

・Ⅱ類型、Ⅲ類型ともに、下校前、決定学級の指導の時間として日常生活の指導を設定している。 

日常生活の指導
（３０分）
０.６

日常生活の指導
（３０分）
０.６

日常生活の指導
（３０分）
０.６

日常生活の指導
（３０分）
０.６

日常生活の指導
（３０分）
０.６

55
15:00

05
10

15:15
20
25

15:30
35
40

下校

1時間目から類型に分か
れて授業を実施。 

 
月 

 
火 

 
水 

 
木 

 
金 
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５ 教育課程の見直し、改善に向けた校内での取組 

◆ 分掌や検討委員会にて教育課程の見直しや改善に取り組む際の校内システムの例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全校連絡会で周知 

教育課程の充実プロジェクト 

※教務部の教育課程担当と主幹で構成 

(2)  プロジェクトを結成して取り組む場合 

検討 

全校連絡会で周知 

(1)  教務部と研究部で連携して取り組む場合 

【教務部】 

教育課程編成 

【研究部】 

シラバスの作成 

教育課程検討委員会 

（企画調整会議のメンバー） 

連携 

検討 

教育課程検討委員会 

（企画調整会議のメンバー） 

校長による決定 

校長による決定 


